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第３部 障害者の保健福祉を進めるために 

 

第３部では、障害者にかかわる施策を総合的に展開し、保健、福祉、医療等の

サービスの充実をはじめ、生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指すための考え方につ

いて述べています。 

 

第１部に掲載した「中野区保健福祉総合推進計画」は、区の保健、福祉に関す

る総合的な施策の指針であり、障害者基本法に基づく障害者計画の性格をもって

います。 

区はこの障害者計画と障害者自立支援法にもとづく障害福祉計画を一体的に作

成しています。 

第３部では、第１部の「中野区保健福祉総合推進計画」の中で記述している障

害者にかかわる施策全般の考え方を再掲しながら、サービス提供の具体的な事業

計画内容についての記述している障害福祉計画の内容を記述し、区の障害者にか

かる施策展開の考え方の全体像を示します。 
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第１章 障害者の保健福祉の基本的な方策 

 

第１節 理念、基本目標 

１ 理念 
中野区保健福祉総合推進計画で掲げる「健康福祉都市なかの」の理念に基づき、

障害者のだれもが、心身ともに健やかで、個人としての尊厳が保たれながら、自

立した生活が営まれるまちの実現をめざします。 

 

■「健康福祉都市なかの」の４つの理念 

○人間性の尊重と権利の保障 

○個人の意思と自己決定の尊重 

○自立生活の推進 

○区民参加、区民と区の協働による地域保健福祉の推進 

詳細は⇒ 保健福祉総合推進計画 ４ページ 

第２節 施策の体系 

１ ３つの基本目標 
保健福祉総合推進計画で掲げる「健康福祉都市なかの」の理念を実現するため、

柱となる３つの基本目標を掲げ、この目標ごとに施策を体系化して組み立ててい

ます。 

 

■「健康福祉都市なかの」を実現するための３つの基本目標 

基本目標１ 健康でいきいきとした生活の継続 

年齢、障害・疾病の有無やその程度などにかかわらず、いきいきとした生活

が継続できるよう、身近な地域で区民一人ひとりの健康づくりが進むようにし

ます。 

基本目標２ 共に生きるまちづくり 

誰もが、人として対等な存在として受け入れられ、各人が能力に応じて役割

を担い、必要に応じて支えあいながら、それぞれが納得のいく自立生活を維持

できる地域社会の創造を進めます。 

基本目標３ 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 

多様な提供主体による良質な保健福祉サービスが確保され、必要とするサー
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ビスを区民が適切に安心して選択できるようにします。 

意思判断能力が低下した方に対する成年後見制度の利用促進、サービス利用

に関する苦情・トラブルの調整、虐待防止などの権利擁護の強化など、安心し

て豊かな地域生活を送るために必要な環境の確保に努めます。 

詳細は⇒ 保健福祉総合推進計画 ３ページ 

 

２ 障害者保健福祉の施策体系図 

 基本目標 
取り組むべき課題 

 施策の方向 

健 

 

康 

 

福 

 

祉 

 

都 

 

市 

 

な 

 

か 

 

の 

Ⅰ 健康でいきいきと

した生活の継続 

○生活習慣予防と健康増進 

 □健康的な生活習慣づくりの推進 

□健康を支える環境づくり 

Ⅱ 共に生きるまちづ

くり 

○社会参加・社会貢献の機会拡充 

 □幅広い区民の社会参加促進 

□障害者の社会参加促進 

□障害者の就労機会の拡大 

○包括的な地域ケアの構築 

 □保健福祉の地域での連携体制の確立 

□地域における総合的な相談支援体制の

充実 

□障害者の地域生活の継続・移行支援 

Ⅲ 保健福祉サービス

の 充 実 と 利 用 支

援・権利擁護 

○在宅生活支援のためのサービス基盤 

 □在宅生活を支援するための基盤整備 

□住み慣れた地域で暮らし続けるための

すまいの確保 

□地域での自立生活をバックアップする

入所型施設の整備 

○サービス利用者支援の推進と権利擁護 

 □保健福祉サービス利用者の権利擁護 

□障害者等の虐待防止 

□サービス事業者の支援と質の向上 

□生活の安定と自立への取り組み支援 

○人にやさしいまちづくり 

 □だれもが利用しやすいユニバーサルデ

ザインのまちづくり 

□災害時要援護者対策 

○健康危機に対応した衛生的で住みやすい地域

づくり 

 □地域医療体制の整備 
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第３節 施策の内容と重点的取り組み 

１ 施策の内容 
 

■基本目標Ⅰ 健康でいきいきとした生活の継続 

 

課題１ 生活習慣予防と健康増進 

生涯を通じて健康で過ごせるよう、一人ひとりの生活習慣病予防及び健康保

持をめざした健康づくり活動を支援します。 

施策 健康的な生活習慣づくりの推進 

＜取り組みの柱＞ 

○メタボリックシンドロームに着目した保健指導の充実 

○健康づくり自主グループの育成、支援 

○栄養・食生活の改善  ○運動・身体活動の継続 

○こころの健康づくり 

○禁煙支援・受動喫煙防止  ○口腔のホームケアの普及推進 

施策 健康を支える環境づくり 

＜取り組みの柱＞ 

○健康づくり公園の整備、地域スポーツクラブの設立 

○気軽に健康づくり活動に参加できる場の提供 

○区全体で取り組む健康づくり 

○障害者等に対する口腔ケアの充実 

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医の推進 

詳細は⇒ 保健福祉総合推進計画 ３４ページ 

 

 

■基本目標Ⅱ 共に生きるまちづくり 

 

課題１ 社会参加・社会貢献機会の拡充 

だれもが社会の中で役割を見出し、お互いを活かしあうことができるよう、

社会参加を進めることによって、「共に生きるまちづくり」をめざします。 

また、地域や社会の役に立ちたいと思う人、地域で何からの活動をしたいと

思う人がきっかけをつかみ、自分にあった活動を楽しむ人が増えるよう支援し

ます。 

施策 幅広い区民の社会参加促進 

＜取り組みの柱＞ 

○幅広い区民のボランティア活動への参加促進 

○区民団体の公益活動の支援 

○ポイント制導入など活動の担い手確保のためのしくみづくり 
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施策 障害者の社会参加促進 

＜取り組みの柱＞ 

○障害者の社会参加の促進支援 

○社会参加のための支援サービスの充実 

○当事者活動の支援 

施策 障害者の就労機会の拡大 

＜取り組みの柱＞ 

○就労の場の創設 

○一般就労の促進 

○福祉的就労者の工賃アップ支援 

○就労継続・定着支援 

詳細は⇒ 保健福祉総合推進計画 ５４ページ 

 

課題２ 包括的な地域ケアの構築 

行政・民間、団体・個人など多様な主体と連携しながら、障害者が住み慣れ

た地域で安心して暮らしていけるよう相談や支援の地域ケアなどのしくみを整

え、身近な地域で互いに見守り、支えあう地域社会の実現をめざします。 

施策 保健福祉の地域での連携体制の確立 

＜取り組みの柱＞ 

○町会・自治会と連携、協力しての地域の支えあい活動の推進 

○地域支えあいネットワークの構築 

○包括的な地域ケア体制の構築 

○民生児童委員、社会福祉協議会との連携強化 

施策 地域における総合的な相談支援体制の充実 

＜取り組みの柱＞ 

○(仮称)すこやか福祉センターの設置と総合相談窓口の開設 

○ライフステージを一貫した障害者総合相談支援体制の構築 

○発達障害者(児)支援体制の整備 

○高次脳機能障害者に対する相談体制の充実 

○ケアマネジメントの充実 

施策 障害者の地域生活の継続・移行支援 

＜取り組みの柱＞ 

○身体・知的・精神障害者等の地域生活への移行支援 

○身体・知的・精神障害者等の地域生活継続支援 

詳細は⇒ 保健福祉総合推進計画 ６３ページ 
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■基本目標Ⅲ 福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 

 

課題１ 在宅生活支援のためのサービス基盤 

障害者の在宅生活や施設での生活を支えるためのサービスについては、障害

者自立支援制度により、基本部分が提供されるしくみとなっています。そのサ

ービス提供内容については、第３章の第２期障害福祉計画のなかで、需要予測

をもとに今後の見通しをまとめています。 

こうした法に基づくサービス提供と相まって、それ以外の区独自の周辺サー

ビスが有機的に提供され、さらには、身近な地域での相談支援体制、地域の支

えあい活動によって援助を必要とする人たちが支えられる、安心して生活でき

る地域づくりを進めていきます。 

施策 在宅生活を支援するための基盤整備 

＜取り組みの柱＞ 

○地域密着型サービスの整備 

○障害者（児）ショートステイの充実 

○障害者の日中活動の場の整備 

○障害者日中一時支援の拡充 

施策 住み慣れた地域で暮らし続けるためのすまいの確保 

＜取り組みの柱＞ 

○障害者のための住宅の確保 

○障害者グループホームの誘導整備 

施策 地域での自立生活をバックアップする入所型施設の整備 

＜取り組みの柱＞ 

○地域リハビリテーションの充実 

詳細は⇒ 保健福祉総合推進計画 ７８ページ 

 

課題２ サービス利用者支援の推進と権利擁護 

認知症など判断能力が低下した方の権利を守るための取り組み、虐待を防止

するための取り組み、生活困難な状況に陥った区民などに対する取り組みを進

めるなど、全ての人の人権が尊重され、必要なサービスを安心して利用できる

地域社会づくりをめざしていきます。 

また、利用者が良質なサービスを選択できるよう、サービスの質の向上を図

るための取り組みを強化し、必要な働きかけをおこないます。 

こうした取り組みにより、自らの意思により決定ができ、個人として尊重さ

れる地域社会の実現をめざします。 

施策 保健福祉サービス利用者の権利擁護 

＜取り組みの柱＞ 

○権利擁護に関する相談機能の活用 

○成年後見制度の啓発と利用促進 
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施策 障害者等の虐待防止 

＜取り組みの柱＞ 

○虐待防止のための啓発・広報活動 

○虐待防止のための相談窓口の充実 

○家族の介護負担を軽減するための取り組みの充実 

施策 サービス事業者の支援と質の向上 

＜取り組みの柱＞ 

○サービス従事者のスキルアップ 

○自立支援サービス事業者に対する指導の強化 

○第三者評価の推進 

詳細は⇒ 保健福祉総合推進計画 ８９ページ 

 

課題３ 人にやさしいまちづくりの推進 

障害者の行動範囲が拡げ、社会参加を進めるため、ユニバーサルデザインのまち

づくりを進め、だれにとっても利用しやすいまちの環境の実現をめざします。 

また、日頃から防災意識を高め、災害を未然に防ぐ対策を準備し、支えあい

のネットワークの形成など、地域ぐるみで災害時要援護者を支援するための関

係づくり進めていきます。 

施策 だれもが利用しやすいユニバーサルデザインのまちづくり 

＜取り組みの柱＞ 

○ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

○駅周辺道路などのバリアフリー整備 

○区有施設のバリアフリー対策の推進 

○安全で歩きやすい歩道空間の確保、 ○地域交通の整備 

施策 災害時要援護者対策 

＜取り組みの柱＞ 

○災害時要援護者対策の再構築 

○災害時のボランティア受け入れ体制の強化 

詳細は⇒ 保健福祉総合推進計画 １０１ページ 

 

課題４ 健康危機に対応した衛生的で住みやすい地域づくり 

区民が地域で安心して暮らすため、２４時間３６５日の救急医療体制や休日

の診療体制、災害時における医療の確保など、身近な地域で安心して医療が受

けられる地域医療体制の整備を進めます。 

施策 地域医療体制の整備 

＜取り組みの柱＞ 

○身近な医療の充実 

○災害時医療体制の充実 

詳細は⇒ 保健福祉総合推進計画 １０７ページ 
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２ 重点的取り組み 
保健福祉総合推進計画では、今後５年間で特に重点的に取り組むべき内容を４

つの戦略として位置づけています。 

 

■「健康福祉都市なかの」を実現する戦略 

戦略１ 活動的に暮らし続けられる健康づくり 

戦略２ 区民の尊厳と権利を守るセーフティネット機能の確保 

戦略３ 障害者の自立生活促進 

戦略４ 包括な地域ケア体制の確立 

 

障害者の保健福祉を推進に関しては、４つの戦略のすべての内容が、大きくか

かわっています。 

区は、今後、これらの取り組みを計画的に推進していきます。 

詳細は⇒ 保健福祉総合推進計画 １３ページ 
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第２章 

第２期中野区障害福祉計画 

（案） 

 

 

 

≪計画期間≫ 

平成２１（２００９）年度から 

平成２３（２０１１）年度までの３年間 
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第１節 障害福祉計画の概要 

１ 計画の位置づけ 

障害福祉計画は、障害者自立支援法（以下「法」という。）第８８条に基づく「障害福

祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画」です。本

計画は「中野区基本構想」及び「新しい中野をつくる１０か年計画」をふまえて策定し

ました。 

さらに、障害者基本法第９条に基づき区が定める「障害者のための施策に関する基本

的な計画」（障害者計画）である「中野区保健福祉総合推進計画」の改定作業とあわせて、

今後重点的に取り組むべき課題を掲げ施策の推進を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の目的 

本計画は障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことのできるよ

う、必要な障害福祉サービス、相談支援等を計画的に提供するために、これらサービス

の種類・見込量、提供方法などを明記し、策定します。 

障 害 者

計 画 を

実 現 す

る た め

に 事 業

を 実 施

する。 

 

すべての障害福祉関連の事業及びサービス 中
野
区
保
健
福
祉
総
合
推
進
計
画 

（
障
害
者
計
画
） 

障
害
福
祉
計
画 

地域生活支援事業（移動支援等） 

障害福祉サービス 

(介護給付、訓練等給付等) 

補装具 

自立支援医療(精神/育成/更生) 

自
立
支
援
給
付 

その他事業（障害者手当等） 

障
害
者
自
立
支
援
法 

障害福祉計画の位置づけ（計画対応事業のイメージ） 法第８８条第 2 項に基づき「障害福

祉サービス」及び「地域生活支援事

業」の支給見込量を計画化する。 
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３ 計画策定の基本的な考え方 

本計画は特に次の点に留意し策定しました。 

 

① 障害者の自己選択と自己決定の尊重・支援 

障害者が、自己選択と自己決定によって、社会に参加し自ら望む生活を送る

ために必要な支援を実施します。 

② 区による三障害統一のサービス提供 

法により、障害福祉サービスの実施責任は原則として区（基礎的自治体）が

負うものとなりました。本計画では、障害者が社会生活を送るために必要と認

められるサービスを確実に提供できるよう、その必要量を見込みました。 

また、第１期に引き続き精神障害者を対象とするサービスの充実を図ります。 

③ 地域生活移行や就労支援に対応したサービス基盤の整備 

障害者が地域で自立した生活を送れるよう、施設入所や入院から地域生活へ

の移行や福祉施設から一般就労への移行を支援します。 

④ 障害者計画との連携 

障害者福祉の基本計画である障害者計画（保健福祉総合推進計画）の方向性

を踏まえ、以下の重点事項について積極的に推進します。（第３章参照） 

ア．相談支援体制の充実 

イ．地域生活移行の促進 

ウ．就労の促進 

 

４ 計画の期間 

計画の期間は３年間とします。（平成２１年度～２３年度） 

 

５ サービス見込み量の確保 

本計画に定めるサービス見込み量については、これをサービス提供量の上限とするこ

となく、各年度においてサービス利用状況や障害者の意見を反映して事業実施内容や提

供方法を改善しつつ、障害者の自立に必要なサービスを着実に提供していきます。 
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６ 策定プロセス 

本計画の策定に際しては、次の事項をふまえています。（予定含む） 

① 平成２０（２０年４月実施）年度障害福祉サービス意向調査結果 

② 第５期中野区保健福祉審議会答申 

③ 中野区障害者自立支援協議会の協議・検討経過 

④ 中野区障害者自立支援協議会による障害福祉計画に関するアンケート結果 

⑤ 計画素案及びこれに対する意見等 

⑥ 計画案及びこれに対するパブリックコメント結果（予定） 

 

 

 

◎本計画案の策定にあたっての全般的留意事項 

障害者自立支援法の施行後３年後の見直し等関連法令の改正、国及び東京都による障

害者福祉関連施策の動き等、本計画を取り巻く状況は変化が予想されます。 

本計画は原則として現行制度を前提に見込量の設定等を行っていますので、法制度の

変更に基づき、必要な見直しや修正を行う場合があります。 
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第２節 事業及びサービスの見込量 

≪見込量に関する留意事項≫ 

見込量のうち、「区内事業実施箇所見込数」は当該サービスを区内で提供する事業所

数を表します。「利用者見込数（人、時間、日等）」は中野区が援護の実施者として費

用負担する数を表します。したがって、「区内事業実施箇所見込数」には区外からの利

用も想定され、「利用者見込数（人、時間、日等）」には区民の区外事業所でのサービ

ス利用が含まれることになります。 

 

１ 訪問系サービス 

（１）居宅介護 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（時間分） ５,０２２ ５,４２１ ５,８２０ 

１月当たり利用者見込数 ４８３ ５４５ ６０３ 

【見込み方】 

これまでの支給実績の増減傾向、精神障害者の利用増加などを加味して算出し

ます。 

【単位】 

時間分（１月当たりの総利用時間：利用者見込数×平均利用時間） 

【特記事項】 

居宅介護の支給実績は、利用者数・時間とも増加傾向にありましたが、制度が

安定してきたこともあり、大きな増減は見込みません。今後は、精神障害者の新

規申請及び地域生活移行に伴う利用促進のため障害程度区分新規申請及び支給

決定数の傾向から増加を見込みます。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（時間分） ４,８６２ ４,００８ ５,１５２ ４,１５２ ５,４６０ 

１月当たり利用者数 ２６０ ２７０ ３２０ ４３７ ３５０ 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

※障害程度区分が区分１以上 
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（２）重度訪問介護 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（時間分） １２,１７４ １３,１１０ １４,０４６ 

１月当たり利用者見込数 ５２ ５６ ６０ 

【見込み方】 

(１)居宅介護と同じ。 

【単位】 

(１)居宅介護と同じ。 

【特記事項】 

支給実績からは利用者数・時間数とも微増です。２２年度・２３年度は地域生

活移行による利用増をふまえて見込みます。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（時間分） ９,５７３ １０,７５７ １０，３８４ １１,２３８ １０,８１２ 

１月当たり利用者数 ４９ ４１ ５１ ４８ ５３ 

 

重度の肢体不自由で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事

の介護及び外出時における移動支援などを総合的に行います。 

※障害程度区分が区分４以上で、二肢以上に麻痺があり、障害程度区分の認定

調査項目のうち一定の要件を満たしていること 
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（３）行動援護 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（時間分） １４４ １６８ １６８ 

１月当たり延利用者見込数 ６ ７ ７ 

【見込み方】 

(１)居宅介護と同じ。 

【単位】 

(１)居宅介護と同じ。 

【特記事項】 

２０年度途中の支給実績を加味して見込みます。（２０年９月分 ５名 

120.5 時間）。なお、支給実態からは月により利用時間数の２倍近い差があること

から、平均値を用いて見込みます。 

なお、支援に相当の経験・スキルを要し、ヘルパーの人材確保が困難と言われ

ていることから、事業者間の連携のしくみの強化や研修への支援等適宜サービス

提供への支援を進めます。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者見込数（時間分） ５０ ５７ １００ ６７ ２００ 

１月当たり利用者数 １ ３ ２ ３ ４ 

 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等が、危険を回

避するための必要な支援、外出介護を行います。 

※障害程度区分が区分３以上であって障害程度区分の認定調査項目のうち一定

の要件を満たしていること 
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（４）重度障害者等包括支援 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（時間分） ※ ※ ※ 

１月当たり利用者見込数 ※ ※ ※ 

※見込量は(２)重度訪問介護として計上します。 

【見込み方】 

(１)居宅介護と同じ。 

【単位】 

(１)居宅介護と同じ。 

【特記事項】 

《サービス見込量》については、指定事業者のサービス提供が進まない現状か

ら利用見込者数及び時間数を見込むことが困難であり、重度訪問介護に合わせて

計上します。 

常時医療的なケアを必要とする障害者等が複数のサービスを組み合わせて利

用することで、地域生活を支援するものですが、東京都内でも利用実績のないの

が現状です。これは、対象となる重度障害者に対して包括的なサービスを提供で

きる事業者が極めて尐ないことが理由と推測されますが、可能な限り区内でサー

ビスを利用できる環境を整備するために、事業者の支援・確保に努め、必要な支

援を適切に実施します。 

なお、平成２０年１１月現在で、重度障害者等包括支援の対象者となりうる者

は、ＡＬＳ等による呼吸管理を要する者等であり、現在重度訪問介護、移動支援

等のサービスを利用しています。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（時間分） ※ ０ ※ ０ ※ 

１月当たり利用者数 １１ ０ １２ ０ １３ 

介護の必要性が特に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

※障害程度区分が区分６以上であって障害程度区分の認定調査項目のうち一定

の要件を満たしていること 
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２ 日中活動系サービス 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生活介護 

 

 

 

 

 

 

  

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） ３,６０６ ４,７２８ ６,３２６ 

１月当たり利用者見込数 １９９ ２６５ ３５９ 

区内事業実施箇所見込数 ７ ９ ９ 

【見込み方】 

現在の法内施設利用者のうち障害程度区分が区分３以上又は５０歳以上の区

分２以上に該当する者の見込数を基礎として、各事業所の移行予定、利用者数の

増減傾向、小規模作業所利用者等のうち新たに対象と見込まれる者の数を加味し

て算出します。 

【単位】 

人日分（１月当たりの総利用日数：利用者見込数×平均利用日数） 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者見込数（人日分） ６８０ ６１０ １,８７０ １,３１９ ２,３８０ 

１月当たり利用者数 ４０ ３７ １１０ ６７ １４０ 

区内事業実施箇所数 １ １ ２ ２ ７ 

 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

※①・②のいずれかに該当する者 

①障害程度区分が、区分３（障害者施設入所者は区分４）以上 

②年齢が５０歳以上の場合は、障害程度区分が、区分２（障害者施設入所者

は区分３）以上 

【留意事項】現在の就労移行支援に係る事業の数については、事業者等との協議を

踏まえて確実に実現できる数を見込んでいます。今後区として就労移行支援に対す

る取り組みの強化については事業者と協議を進め、協議の進捗により就労移行支援

に関するサービス見込み量を増やします。 
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（２）自立訓練（機能訓練） 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） １４２ １５８ １７４ 

１月当たり利用者見込数 ２０ ２２ ２４ 

区内事業実施箇所見込数 １ １ １ 

【見込み方】 

現在の身体障害者更生施設の利用者数を基礎として、入所施設の入所者の地域

生活への移行の目標、平均的なサービス利用日数等を勘案して算出します。 

【単位】 

人日分（１月当たりの総利用日数：利用者見込数×平均利用日数） 

【特記事項】 

利用対象者（見込み）のうち、病院・入所施設を退院・退所した人のリハビリ

テーションのため障害者福祉会館を利用していた人について、同施設が平成１８

年１０月に指定事業者として移行しました。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者見込数（人日分） ３４０ １１６ ３４０ １５９ ３４０ 

１月当たり利用者数 ２０ ２５ ２０ ２６ ２０ 

区内事業実施箇所数 １ １ １ １ １ 

 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のた

めに必要な訓練を行います。（利用者の要件有・有期限） 
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（３）自立訓練（生活訓練） 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） ２７３ ５９１ ９４６ 

１月当たり利用者見込数 １５ ２７ ４１ 

区内事業実施箇所見込数 ０ １ ２ 

【見込み方】 

施設入所者であって生活介護事業の対象と見込まれる者以外の者、地域におい

て親等と暮らす者であって自立生活を希望する者、退院可能精神障害者等のうち

から生活訓練の対象と見込まれる者の数に、平均的なサービス利用期間を加味し

て算出します。 

【単位】 

人日分（１月当たりの総利用日数：利用者見込数×平均利用日数） 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人日分） ０ ４５ ０ １２３ １０２ 

１月当たり利用者数 ０ ５ ０ ９ ６ 

区内事業実施箇所数 ０ ０ ０ ０ １ 

 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。（利用者の要件有・有期限） 
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（４）就労移行支援 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） ３６２ ６５１ １,１１０ 

１月当たり利用者見込数 ２１ ４２ ６９ 

区内事業実施箇所見込数 １ ３ ６ 

【見込み方】 

現在の福祉施設利用者で生活介護事業の対象と見込まれる者以外の者、特別支

援学校卒業者等新たに就労移行支援の対象と見込まれる者、退院可能精神障害者

のうち就労移行支援の対象と見込まれる者の数に、平均的なサービス利用期間を

加味して算出します。 

【単位】 

人日分（１月当たりの総利用日数：利用者見込数×平均利用日数） 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人日分） ０ １５ ４００ １９５ ６００ 

１月当たり利用者数 ０ ５ ２０ １０ ３０ 

区内事業実施箇所数 ０ ０ １ １ ２ 

 

一般企業等での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練を行います。（利用者の要件有・有期限） 
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（５）就労継続支援（Ａ型） 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） ７１ ７１ ７１ 

１月当たり利用者見込数 ４ ４ ４ 

区内事業実施箇所見込数 １ １ １ 

【見込み方】 

日中活動系サービス全体の見込量から、就労継続支援以外の介護給付・訓練等

給付の対象と見込まれる者の数を控除した数のうち、就労継続支援（Ａ型）の対

象として適切と見込まれる数を勘案して算出します。 

【単位】 

人日分（１月当たりの総利用日数：利用者見込数×平均利用日数） 

【特記事項】 

障害者の一般就労促進に際して、就労移行支援事業を利用したが企業の雇用に

結びつかなかった場合、特別支援学校の卒業生で就職をしたが企業の雇用に結び

つかなかった場合、及び企業等の就労経験があるが離職した場合などに対応する

サービスとして基盤を整えます。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者見込数（人日分） ０ ０ ５６０ １８ ５６０ 

１月当たり利用者数 ０ ０ ２８ １ ２８ 

区内事業実施箇所数 ０ ０ １ ０ １ 

 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力

の向上のために必要な訓練を行います。 
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（６）就労継続支援（Ｂ型） 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） ２,２５３ ２,９５０ ６,５２０ 

１月当たり利用者見込数 １３２ １７３ ３８３ 

区内事業実施箇所見込数 ６ ８ １４ 

【見込み方】 

就労継続支援の対象と見込まれる者の数から、Ａ型の見込み数を控除した数を

勘案して算出します。 

【単位】 

人日分（１月当たりの総利用日数：利用者見込数×平均利用日数） 

【特記事項】 

就労移行支援事業を利用したが企業等の雇用に結びつかなかった人や５０歳

に達している人、就労継続支援（Ａ型）の利用が困難と判断された人が対象とな

ります。 

一般就労への移行がスムーズにいかない場合の対応サービスとして、利用ニー

ズは増加すると予測されます。 

なお、第２期計画期間では旧法施設の大規模な移行が見込まれることから、平

均工賃月額の設定は困難ですが、引き続き工賃額向上に向けた支援を行います。

（※） 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者見込数（人日分） １,０２０ ９４０ １,０２０ １,２４８ ２,２１０ 

１月当たり利用者数 ６０ ５１ ６０ ７１ １３０ 

区内事業実施箇所数 １ １ １ ２ ６ 

区内平均工賃月額目標：円 ９,０００ ７,６４２ ９,５００ ３１,６８５ １１,５００ 

※平成１９年度は、工賃実績が相当程度高い事業所が新法に移行したことから、平均額が大幅

に上昇しました。同様に、今後の各事業所の新法移行により平均工賃月額の大幅な変化が

推定されるため指標として適切でないと判断し、第２期計画では目標から削除しました。 

 

（５）就労継続支援（Ａ型）に同じ。 
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（７）療養介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人分） ２ ２ ２ 

【見込み方】 

現在の重症心身障害児施設（委託病床を含む）、進行性筋萎縮症療養等給付事

業の対象者、利用者の増減傾向を勘案して算出します。 

【単位】 

人分（１月当たりの利用見込数） 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人分） ２ ２ ２ ２ ２ 

 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、

介護及び日常生活の世話を行います。 

※①・②のいずれかに該当する者 

①筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼

吸管理を行っている者であって、障害程度区分が区分６以上 

②筋ジストロフィー患者又は重度心身障害者であって、障害程度区分が区分

５以上 
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（８）児童デイサービス 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） ２９０ ２９０ ２９０ 

１月当たり延利用者見込数 ４５ ４５ ４５ 

区内事業実施箇所見込数 １ １ １ 

【見込み方】 

現在の児童デイサービスの利用者数、利用者の増減傾向、日中一時支援事業利

用見込者数を勘案して算出します。 

【単位】 

人日分（１月当たりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数） 

【特記事項】 

第１期計画時には利用見込数を低く、平均利用日数を高く見込んでいました。

実績では、ほぼ施設定員数に近い利用があったが、平均日数は２日～１９日程度

のバラツキがあったため、第２期では実態に合わせて見込みます。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人日分） ５４０ ２９３ ５４０ ２８８ ５４０ 

１月当たり延利用者数 ２７ ４３ ２７ ４５ ２７ 

区内事業実施箇所数 １ １ １ ２ １ 

 

障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を

行います。 
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（９）短期入所 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） ２８７ ２８７ ２８７ 

１月当たり利用者見込数 ４８ ４８ ４８ 

区内事業実施箇所見込数 ６ ６ ６ 

【見込み方】 

現在の短期入所の利用者数、利用者の増減傾向、新たに利用が見込まれる精神

障害者、利用者ニーズ等を勘案して算出します。 

【単位】 

人日分（１月当たりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数） 

【特記事項】 

障害者の地域生活移行を目的とした一時的な利用、保護者の緊急時、就労及び

レスパイトのための利用等のニーズは尐なくないため、日中一時支援事業へのニ

ーズを勘案しながら、逓増傾向を前提として見込んでいます。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人日分） ２１１ ４４７ ３０７ ８２ ４７４ 

１月当たり利用者数 ２６ ２６ ３５ １２ ６８ 

 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排

せつ、食事の介護等を行います。 
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３ 居住系サービス 

 

（１）共同生活援助（グループホーム） 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人分） １０２ １０７ １１６ 

区内事業実施箇所見込数 １４ １５ １６ 

【見込み方】 

現在の施設入所者の地域生活への移行の目標が達成するよう、現在の利用者、

これまでの支給実績の増減傾向、精神障害者などの地域生活移行に伴う利用増加

などを勘案します。（地域への自立） 

あわせて、現在区内で保護者等の支援を受けている在宅障害者のうち、支援者

の高齢化等の理由により支援の継続が難しいと想定される障害者に対する生活

の場の確保についても、これらの一部を見込みます。（地域での自立） 

【単位】 

人分（１月当たりの利用見込数） 

【特記事項】 

退院・退所による地域生活移行に伴う利用ニーズについては、「第３節 ２地域

生活移行の促進」（２５２ページ）参照。 

なお、身体障害者用の整備については、本計画に含まれません。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人分） ３６ ５５ ４２ ６３ ５０ 

区内事業実施箇所数 ８ ９ １０ ９ １１ 

 

 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 
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（２）共同生活介護（ケアホーム） 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人分） ※ ※ ※ 

区内事業実施箇所見込数 ※ ※ ※ 

※（１）共同生活援助にまとめて計上します。 

 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

※障害程度区分が区分２以上 
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（３）施設入所支援 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人分） ７２ １１８ １７８ 

区内施設利用者見込数（人分） ３６ ４３ ４５ 

区内事業実施箇所見込数 １ ２ ２ 

【見込み方】 

現在の施設入所者数を基礎とし、当該入所者の地域生活への移行目標数を控除

した上で、ケアホーム等での対応が困難な者の利用ニーズ等を勘案して算出しま

す。 

【単位】 

人分（1月当たりの利用見込数） 

【特記事項】 

平成２０年１０月までに実施した旧法入所施設利用者全員（１５９人）への新

体系移行調査によると、利用予定施設は他県等が半数を占めると予想されます。

これら施設の新サービス体系移行状況等を常に把握し、適切な利用施設が確保さ

れるよう相談支援を行います。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人分） ０ ０ ４７ ３５ １０７ 

区内施設利用者数（人分） ０ ０ ４０ ３３ １００ 

区内事業実施箇所数 ０ ０ １ １ ２ 

 

入所した施設において、主として夜間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

※①・②のいずれかに該当する者 

①障害程度区分が区分４以上 

②年齢が５０歳以上の場合は、障害程度区分が区分３以上 
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４ 相談支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人分） １０ ２５ ３０ 

【見込み方】 

障害福祉サービス（施設入所支援、自立訓練、グループホーム、ケアホーム及

び重度障害者等包括支援を除く）の利用が見込まれる者のうち、自ら福祉サービ

スの利用に関する調整が困難な単身の障害者等、計画的なプログラムに基づく支

援が必要と認められる者の数を勘案して算出します。 

【単位】 

人分（1年当たりの利用見込数） 

【特記事項】 

サービス利用計画作成については、報酬の対象となる障害者の範囲や制度上の

作成時期等が、利用されない一因と思われます。 

相談支援におけるケアマネジメントを充実し、計画的で適切なサービス利用を

促すためにも、特に、生活環境が大きく変わる時期での利用を促進します。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人分） ５ ０ ２０ ０ ３０ 

 

障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障害者の状況を勘案し、サービ

ス利用計画を作成し、利用に関する連絡調整を行います。 

地域生活支援事業における相談支援事業と一体で実施することにより、障害

者に対する総合的なケアマネジメントの一環として実施します。 
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５ 地域生活支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援事業とは、障害者（児）が、その有する能力や

適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、地域の特性や利用者の状況に応じたサービスを、柔

軟な事業形態によって効率的・効果的に実施する事業です。 

 

障害者の自立と社会参加を支えるために必要なサービスに

ついて、原則無料で提供します。 

 

障害者のニーズやサービス提供者の確保などを勘案し、障害

の状況により、サービスの内容や支給基準を見直すなど、自立

生活支援の観点から、より効果的で利用しやすい提供を進めま

す。 
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（１）相談支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

障害者相談支援事業実施箇所数 

（箇所） 
２ ３ ４ 

障害者相談支援事業利用者数 

（人分）（※１） 
５１,０００ ５３,０００ ５５,０００ 

相談支援機能強化事業の実施の

有無 
無 有 有 

地域自立支援協議会の実施の有

無 
有 有 有 

居住サポート事業の実施の有無 有 有 有 

居住サポート事業の利用者数 

（人分）（※２） 
１２ ２４ ２４ 

成年後見制度利用支援事業の実

施の有無【注１】 
有 有 有 

成年後見制度利用支援事業利用

者数（人分）（※３） 
２ ２ ２ 

【注１】成年後見制度の利用支援は、中野区成年後見支援事業（中野区社会福祉協議会

への委託方式）で対応します。 

【見込み方】 

相談支援事業の実施箇所数については、障害福祉以外の相談事業全般に関する

区政の進捗状況を勘案して算出します。 

【単位】 

箇所（各事業を実施する事業者又は事業所の数） 

人分（※１：１年当たりの延利用者見込数、※２及び３：１年当たりの利用者

見込数） 

【特記事項】 

基本的な取り組みの方針については、「第３節 １ 相談支援体制の整備」 

（２４５～２５１ページ）参照。 

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な支

援等を行います。障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障害者の状況を勘

案し、サービス利用計画を作成し、利用に関する連絡調整を行います。 

また、賃貸契約による一般住宅への入居や転居を支援する居住サポート事業を

実施し、退院や退所の促進や地域での自立生活を支援します。 

知的障害者又は精神障害者に対する成年後見制度の利用を支援します。 
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【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

障害者相談支援事業実施

箇所数（箇所） 
２ ２ ２ ２ ２ 

障害者相談支援事業利用

者数（人分）（※１） 
３０,０００ ４１,７７１ ３１,０００ ４９,６１１ ３２,０００ 

相談支援機能強化事業実

施箇所数（箇所） 
１ ０ １ ０ １ 

地域自立支援協議会実施

箇所数（箇所） 
０ ０ １ １ １ 

居住サポート事業実施箇

所数（箇所） 
０ ０ １ １ １ 

居住サポート事業利用者

数 

（人分）（※２） 

０ ０ ７ ０ １０ 

成年後見制度利用支援事

業実施箇所数（箇所） 
０ ０ １ １ １ 

成年後見制度利用支援事

業利用者数（人分）（※３） 
０ ０ １ １ ２ 
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（２）コミュニケーション支援事業 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

手話通訳者派遣延利用者見込数

（人分） 
４８ ４８ ４８ 

要約筆記者派遣延利用者見込数 

（人分） 
１１ １１ １１ 

手話通訳者設置数（人） ２ ３ ４ 

【見込み方】 

手話通訳及び要約筆記について、これまでの派遣実績を勘案して算出します。 

【単位】 

人分（１月当たりの利用見込数。ただし、複数ニーズに対応する場合は１人分

とみなします。） 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

手話通訳者派遣延利用者数

（人分） 
４３ ３７ ４８ ３９ ４８ 

要約筆記者派遣延利用者数

（人分） 
０ ０ １１ ７ １１ 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第２節 共に生きるまちづくり 

課題１ 社会参加・社会貢献の機会拡充 

施策２ 障害者の社会参加促進（５７ページ） 

聴覚その他の障害のため意思疎通に支障がある障害者等に、障害者等とその他

の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図り

ます。 
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（３）日常生活用具給付等事業 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

介護訓練支援用具（件分） １８ ２７ ３０ 

自立生活支援用具（件分） ８４ ６３ ７１ 

在宅療養等支援用具（件分） ２４ ２５ ３１ 

情報・意思疎通支援用具（件分） ７４ ９５ １０５ 

排泄管理支援用具（件分） ３,５６４ ３,６３０ ３,９００ 

住宅改修費（件分） １２ １６ １８ 

 

【見込み方】 

過去の利用状況、更新年次、利用者ニーズ等を勘案し算出します。 

【単位】 

件分（１年当たりの支給見込件数） 

 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

介護訓練支援用具（件分） ２３ ９ ２５ ２０ ２７ 

自立生活支援用具（件分） ５２ １７ ６０ ３０ ６３ 

在宅療養等支援用具（件分） ２０ １６ ２２ ２５ ２5 

情報・意思疎通支援用具（件分） ８０ 40 ９０ ６８ ９５ 

排泄管理支援用具（件分） １,７５２ １,５３７ ３,５４０ ３,６０１ ３,６３０ 

住宅改修費（件分） １２ ７ １５ ９ １６ 

 

重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付すること等によ

って、日常生活の便宜を図ります。 
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（４）移動支援事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人分） ３１０ ３１３ ３１５ 

利用者見込数（時間分） ５,９７７ ５,９８７ ５,９９８ 

実施箇所見込数（箇所） ７０ ７０ ７０ 

利用者見込数（人分） 

（障害者福祉会館バス分） 
４,０００ ４,０００ ４,０００ 

運行実施回数（回） 

（障害者福祉会館バス分） 
１,７６９ １,７６９ １,７６９ 

【見込み方】 

これまでの利用者数や増減傾向を基本に算出します。 

【単位】 

箇所（区からの委託をうけ、事業を実施している事業者の数） 

人分（１月当たりの利用見込数） 

時間分（１月当たりの総利用日数：利用見込数×平均利用時間数） 

ただし、障害者福祉会館バスの運行実施回数（回）については、７台のバス 

の総運行回数を、利用者見込数は延べ利用者数を見込みます。 

【特記事項】 

平成１９年度からは新たに「就職・通所」を、平成２０年度からは「義務教育

通学等」を利用対象に加えました。 

障害者福祉会館バス事業は、同会館など区内の福祉施設を利用する障害者の交

通手段として送迎バスを運行することにより障害者の更生と自立を援助します。

（平成２０年度から地域生活支援事業と位置づけました。） 

移動の支援へのニーズに対しては、居宅介護サービスで対応すべきものを除き、

支援方法を障害の内容によって、より利用しやすいものに改める等改善を図りま

す。 

 

障害者等が円滑に外出することができるよう、移動を支援します。 
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【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人分） ２２１ ２２０ ２３８ ２４４ ２４６ 

利用者数（時間分） ５,２４８ ５,０４１ ５,４８４ ５,６１２ ５,５６６ 

利用者数（時間分）(就職等) ０ ― ２３２ ― ２３２ 

実施箇所数（箇所） ５０ ６７ ５０ ７３ ５０ 

利用者数（人分） 

（障害者福祉会館バス分） 
― ― ３,０８３ ０ ３,０８３ 

運行実施回数（回） 

（障害者福祉会館バス分） 
― ― １４７ ０ １４７ 
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（５）地域活動支援センター事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） ７００ ７００ ９００ 

利用者見込数（人分） ３５ ３５ ４５ 

実施箇見込所数（箇所） ２ ２ ３ 

【見込み方】 

日中活動系サービスの利用対象者に該当せず、いわゆる「居場所」の確保につ

いてのニーズが高い障害者のうち、創作的活動や生産活動の機会の提供によって

自立や社会参加に資すると認められる者を算出します。 

【単位】 

箇所（各事業を実施する事業者又は事業所の数） 

人分（１月当たりの利用見込数） 

【特記事項】 

知的障害者が利用できる地域活動支援センターを整備します。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人日分） ７００ ７２５ ７００ ６０９ ７００ 

利用者数（人分） ３５ ４３ ３５ ４４ ３５ 

実施箇所数（箇所） ２ ２ ２ ２ ２ 

 

障害者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等

を行う通所型施設として、地域生活を支援します。 
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（６）日中一時支援事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人分） ４０ ５０ ６０ 

実施箇所見込数（箇所） ４ ５ ６ 

【見込み方】 

日中に見守る者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要とされる障害者

等の状況やニーズを勘案して算出します。 

【単位】 

箇所（実施見込箇所数） 

人分（１月当たりの利用見込数） 

【特記事項】 

短期入所事業、緊急一時支援事業（区単独事業）、地域活動支援センター事業

で対応すべきニーズを除き、一時的な見守りに対応するサービスを区内に整備し

ます。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人分） ５ ２ ３０ ４ ４０ 

実施箇所数（箇所） １ １ ４ １ ５ 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 

課題１ 在宅生活支援のためのサービス基盤 

施策１ 在宅生活を支援するための基盤整備（７９ページ） 

 

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障

害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援を行います。 



第２期中野区障害福祉計画（平成２１年度～平成２３年度） 

 238 

（７）訪問入浴サービス事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） ８０ １００ １００ 

実施箇所見込数（箇所） ３ ３ ３ 

【見込み方】 

これまでの利用者の増減傾向、ニーズを勘案して算出します。 

【単位】 

箇所（実施見込箇所数） 

人日分（１月当たりの利用見込数） 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人分） １４０ ７８ １５０ ５２ １６０ 

実施箇所数（箇所） １ １ １ １ １ 

 

地域における障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サー

ビスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 
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（８）更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

更生訓練費支給対象者数 

（人分） 
２４ ２７ ３０ 

施設入所者就職支度金給付対

象者数（人分） 
２０ ２２ ２７ 

【見込み方】 

これまでの支給対象者数の増減傾向に基づき算出します。 

【単位】 

人分（１年当たりの対象者見込数） 

【特記事項】 

更生訓練費は、平成２１年度１０月から、定率負担に係る利用者負担額の生じ

ない者を対象者とする本則適用となることを勘案しています。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

更生訓練費支給対象者数 

（人分） 
― ― ３０ ２７ ３０ 

施設入所者就職支度金給付対

象者数（人分） 
― ― ３ ０ １５ 

 

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している障害者、身体障害者療護施

設を除く身体障害者更生援護施設入所者に対し、社会復帰促進のために支給しま

す。（更生訓練費） 

また、身体障害者更生援護施設に入所・通所している者、就労移行支援事業・

就労継続支援事業の利用者で、就職等により自立する者に対し、社会復帰促進の

ために支給します。（施設入所者就職支度金給付事業） 
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（９）自動車運転免許取得・改造助成事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人分） ５ ５ ５ 

【見込み方】 

これまでの利用者の増減傾向、ニーズを勘案して算出します。 

【単位】 

人分（１年当たりの利用見込数） 

【特記事項】 

従来の利用傾向から毎年度一定（尐数）の利用が見込まれます。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人分） ５ ４ ５ ４ ５ 

 

自動車運転免許取得及び改造に要する経費の一部を助成し、地域生活を支援し

ます。 
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（１０）声の区報等発行事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

声の区報等送付人数（人分） ７６ ７６ ７６ 

【見込み方】 

これまでの利用者の増減傾向、ニーズを勘案して算出します。 

【単位】 

人分（1月当たりの送付対象者見込み数） 

【状況、対策等】 

区報及び教育だよりの内容を音声テープに録音し、利用者に送付します。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人分） ７６ ６６ ７６ ６５ ７６ 

 

文字による情報入手が困難な障害者のために、わかりやすい方法により、地域

生活をするうえで必要度の高い情報などを定期的に提供します。 
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（１１）手話奉仕員養成事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

養成研修利用者数（人分） １９０ １９０ １９０ 

応用コース修了者見込数（人） ２３ ２５ ２５ 

【見込み方】 

これまでの利用者の増減傾向、ニーズを勘案して算出。 

【単位】 

人分（１年当たりの利用者見込数） 

【状況、対策等】 

３コースのカリキュラム（入門・基礎・応用）を設け、３年間の履修をもって

手話奉仕員を養成します。事業は民間団体に委託して実施します。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

養成研修利用者数（人分） １９０ １７２ １９０ １３７ １９０ 

応用コース修了者数（人） ２３ ４５ ２５ １４ ２５ 

 

聴覚障害者等との交流活動の促進などの支援者として期待される日常会話程度

の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。 
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（１２）精神障害回復者社会生活適応訓練事業（デイケア） 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人日分） ３５０ ３７０ ４００ 

【見込み方】 

これまでの利用実績等を勘案して算出します。 

【単位】 

人日分（１月当たりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数） 

【状況、対策等】 

利用者のレベルに合わせたプログラムによる効果的な訓練を通して短期間で

自立ができるように、従来の週半日のサービスに加え、平成１９年度より週２日

のサービスを実施しています。 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人日分） ― ― ４８０ ３０１ ４８０ 

 

退院直後など、地域での生活が困難な精神障害回復者に対して、レクリエーシ

ョン、スポーツ、創作活動、調理等の様々な訓練プログラムを提供し、地域での

自立生活や就労のための支援を行います。（利用者の要件有・有期限） 
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（１３）福祉タクシー 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

利用者見込数（人分） ３,８２６ ３,９４０ ４,０５８ 

 

【見込み方】 

これまでの利用実績等を勘案して算出します。 

【単位】 

人分（１年当たりの対象者数） 

 

【第１期計画実績】 

 １８計画 １８実績 １９計画 １９実績 ２０計画 

利用者数（人分） ― ― ― ３,４８６ ― 

 

 

区内に在宅している障害者に対し、タクシー乗車料金に相当するタクシー券を

交付し、社会参加活動を支援します。車いすやストレッチャーでの利用可能なリ

フト付福祉タクシーの予約料金・迎車料金に充てる券も併用できます。（利用者の

要件有・有期限） 
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第３節 重点課題への取組み・・・障害者の立場からの支援 

 

障害福祉計画は、障害福祉サービス及び地域生活支援事業の提供方法や支給見込量を

定めるものです。 

本章では、障害者が、障害の状況や本人の意向に基づき、これらのサービスや事業を

必要に応じて利用しながら地域で安心して自立生活するために、特に重点的に取り組む

べき課題について、基本的な取組み方針を示しています。 

 

１ 相談支援体制の整備 

相談支援は、障害者が自ら望む生活を送り、社会に参加するために、区の事業を含

む多様なサービスの中から自らふさわしいサービスを選択し有効に活用するための支

援として、きわめて重要な役割を担います。 

 

（１）相談支援体制の整備の方針 

① ケアマネジメント機能の強化 

障害当事者にとって最も適切な社会資源の活用やサービス利用をアドバイスし、利

用を援助するケアマネジメント機能を相談支援事業の中心的な機能として位置づけ、

強化を図ります。 

 

【おもな取り組み】 

（ア）個別支援計画（ケアプラン）に基づくケアマネジメント 

障害者が、自ら望む生活を送るために複数のサービスを選択し、利用する場

合には、必要なサービスと利用方法及び量などを内容とする個別支援計画（ケ

アプラン）を作ることが基本となります。 

区が「本人の意向、障害の状況や能力」に応じたサービスの支給決定を行う

際にも、本人の意向をふまえた個別支援計画に基づくことが原則です。 

 

（イ）モニタリングの強化 

障害福祉サービス等の利用については、生活環境の変化や利用の効果に応じ

て適切に内容・量等を見直すことが必要です。そのためにモニタリングのしく

みを整えます。 

 

② 総合相談機能の強化 

知的障害、身体障害及び精神障害を含めた３障害の緊急時にも対応できる２４時間
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相談体制を整えます。「（仮称）すこやか福祉センター」に障害福祉に関する総合相談

拠点を整備します。 

 

【おもな取り組み】 

（ア）ライフステージを一貫した相談支援体制の整備 

障害がわかった時点からライフステージを通じて相談支援を継続して実施で

きるしくみづくりを進めます。「（仮称）すこやか福祉センター」では、高齢者

福祉、子育て支援等複合的な相談に対応できるよう体制整備を進めます。 

 

（イ）精神障害者相談の強化 

退院促進やこれまで不十分だった福祉サービス利用の支援など精神障害者に

対する相談支援を充実します。精神障害者に対する福祉的支援については、精

神保健の支援から、ニーズの発掘、福祉サービス利用へと結びついていくこと

が多く、今後も医療・保健の分野との連携を強化し、サービスの利用促進を図

ります。 

 

（ウ）ネットワークによる相談支援機能の向上 

困難事例や複合的な支援要因を抱えるケースに対しては、単一の相談機関で

の支援より、関連機関が連携することで解決につなげることが有効です。また、

障害者にとって最適なかたちで社会資源を活用するためには、様々な関連機関

の協力が不可欠です。中野区障害者自立支援協議会による関連機関のネットワ

ーク化を一層促進するなど、連携強化の取組みを進めます。 

 

（エ）専門性の確保 

３障害に対応する相談機関は、それぞれの障害特性を熟知している必要があ

ります。重度心身障害や行動障害、精神障害、二次障害への深い理解も必要と

されます。 

こうしたニーズに対し、専門職の配置、専門相談機関や医療機関との連携、

個別ケア会議等での複数の関連機関での対応を図る等、多様な方法で専門性を

確保していきます。 

また、相談支援におけるケアマネジメントを適切に実施するために、カウン

セリングの場面において障害の特性に応じたコミュニケーションの方法を確保

するなど必要な対策を進めます。 

 

（オ）障害当事者活動の支援・強化 

障害者相談では、障害者の生活状況や相談内容について理解と共感が不可欠

です。生活相談や就労後の経験に基づくアドバイスなど、当事者が対応するこ

とで効果的に対応できるニーズも尐なくありません。こうした視点から、障害
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当事者によるきめ細かい相談をピアカウンセリングやピアサポートとして位置

づけ、支援・強化します。 

 

（カ）相談環境の整備 

障害者が相談する場合、相談自体に逡巡している場合もあります。 

気軽に集える雰囲気の「たまり場」的な機能と相談機能をあわせもった相談

の場を通じて、相談の促進を図ります。 

また、「（仮称）すこやか福祉センター」などでは、相談窓口に行くことが困

難な障害者等へアウトリーチ（訪問・出張相談）の取組みも進めます。 

 

③ 地域自立支援協議会 

中野区では、地域生活支援事業の相談支援事業として、中野区障害者自立支援協議

会を設置しています。（根拠：「中野区障害者自立支援協議会設置要綱」） 

 

（ア）設置の主旨 

障害者等の自立した日常生活及び社会生活に資するために次の事項の実現を

目指します。 

a 相談支援事業の適切な運営体制の確保 

b 障害者等の自立した日常生活及び社会生活のために必要な社会資源の開発 

c 障害者等の福祉に関する関係者の協力関係の構築。 

 

（イ）協議する事項 

a 相談支援事業の運営、評価及び改善に関すること。 

b 障害者等の福祉に関する困難事例等の解決に向けた関係者による協議に関す

ること。 

c 相談支援事業を行う者の能力開発に関すること。 

d 障害福祉計画の評価及び策定に関すること。 

e 障害者等の福祉に関し区長が必要と認める事項 
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（ウ）組織 

自立支援協議会の組織構成は次のとおりです。 

【協議会】 （全体会） 

所掌事項・役割 

ａ 協議会の全体運営に関する事項 

ｂ 課題別検討部会の設置等に関する事項 

ｃ 課題別検討部会及び個別ケア会議の検討内容報告 

ｄ 障害福祉計画の評価と改定への提言 

ｅ その他障害者福祉に関する提言 

主な構成 
当事者・関連団体代表、課題別検討部会代表、事業者、区相談

支援担当 

 

【課題別検討部会】 

 

所掌事項・役割 

ａ 担当課題に関する現況調査・分析 

ｂ 課題に関わるサービスや社会資源の改善・開発 

ｃ 担当課題に関する相談支援体制の強化 

ｄ 以上の事項の全体会報告 

主な構成 障害者、事業所・事業者、区担当者、その他関連機関職員 

 

【個別ケア会議】 

所掌事項・役割 

ａ 困難ケース、多問題ケースへの対応協議 

ｂ 相談支援事業者、サービス提供者等の協力によるケアマネ

ジメントの向上 

ｃ 具体事例を通じた、障害福祉関係の問題・課題把握 

構成 障害者、事業所・事業者、区担当者、その他関連機関職員 

 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第２節 共に生きるまちづくり 

課題１ 社会参加・社会貢献の機会拡充 

施策２ 障害者の社会参加促進（５７ページ） 

課題２ 包括的な地域ケアの構築 

施策２ 地域における総合的な相談支援体制の充実（６７ページ） 
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◇相談支援のながれイメージ図◇ 

相談支援の現場では、利用者の視点からはＡ～Ｃの機能は一体的に行われているとい

えます。制度の運用にあたっても、個別の機能別窓口ではなく、総合的な相談支援の窓

口での質の高い相談支援を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※    は区が必ず担う機能です。 

  指定相談支援事業者の業務 

    

インテーク面接 

（受理面接、初回面接） 

 
個別ケア会議 

申請受付 

障害程度区分認定調査 

個別給付アセスメント 

 

障害程度区分の認定 

サービス利用意向確認 

支給決定 

受給者証交付 

サービス利用に関する

課題の整理・調整 

サービス利用計画作成 

個別ケア会議 

 

障害福祉サービス利用 

障 害 福 祉 サ ー
ビスの利用へ 

【相談支援強化事業】 

① 専門的相談支援を要する困難ケース対

応 

② 相談支援事業者等に対する専門的な指

導・助言 

③ 社会福祉士、保健師、精神保健福祉士

などの配置による機能強化 

【障害者相談支援事業】 

① 福祉サービスの利用援助(情報提供等) 

② 社会資源の活用のための支援 

③ 社会生活力を高めるための支援 

    

 

 

 

 

④ ピアカウンセリング 

⑤ 権利擁護のための必要な援助 

⑥ 専門機関の紹介 

⑦ 地域自立協議会の運営 

金銭、家族、対人関係、結婚・

恋愛、住居、単身生活(食事等)、

日中の居場所の利用、余暇活動

への参加支援、就労・就学 等 

 

危機介入、地域との関係で福祉領域を超える対

応が必要な苦情（多問題ケース）の対応 など 

相談支援事業（地域生活支援事業） 

行政が担当することが適当な相談ケース 

A 

B 

C 

 

相互に連

携して機

能します 
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（２）その他の相談支援事業 

① 居住サポート事業（住宅入居等支援事業） 

 

 

 

 

 

【概要】 

入所施設からの退所、精神科病院からの退院などの地域生活移行を促進するた

めには、生活基盤のとしての「住まい」の確保は最も重要な支援の一つと言えま

す。 

そのため、障害者うち、賃貸契約で一般住宅に入居を希望しながら、保証人が

確保できない等の理由から、支援を必要としている方を対象として、概ね次のよ

うな機能を持つ事業を進めていきます。 

（ア）入居支援 

（イ）２４時間支援 

（ウ）関係機関によるサポート体制の調整 

現在精神障害者地域生活支援センター（「せせらぎ」）において、精神障害者向

け事業を実施していますが、今後知的障害者及び身体障害者向けの事業を拡充し

ていきます。 

 

② 成年後見制度利用支援事業 

 

 

 

 

 

【概要】 

成年後見制度の申立てに要する経費（鑑定費用等）の全部又は一部を助成する

など、成年後見制度の利用を進めます。利用支援は、中野区成年後見支援事業（中

野区社会福祉協議会への委託方式）で対応します。 

 

 

【特記事項】〈（１）相談支援事業（２３０ページ）を参照〉 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由

により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うととも

に、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援します。 

障害福祉サービスの利用のため、成年後見制度の利用が有効である知的障害者

又は精神障害者に対し、制度の利用を支援することにより、これら障害者の権利

擁護を図ります。 
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■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 

課題２ サービス利用者支援の推進と権利擁護 

施策１ 保健福祉サービス利用者の権利擁護（９０ページ） 

 



第２期中野区障害福祉計画（平成２１年度～平成２３年度） 

 252 

２ 地域生活移行の促進 

障害者がみずからの意思に基づいて、自立した地域生活を送ることは、これまでも

障害福祉の大きな課題とされ、多方面の関係者の努力と協力により一定の成果をあげ

てきたと言えます。第２期計画でも、地域生活移行は重点課題のひとつとして数値目

標を設定し、そのための支援のあり方を定めます。 

（１）福祉施設入所者 

【福祉施設の入所者の地域生活移行（退所）の目標値】 

項目 数値 考え方 

現入所者数（Ａ） １６３人 ○平成１７年１０月 1日現在数 

目標年度入所者（Ｂ） １３１人 ○平成２３年度末の利用人員見込み 

【目標値】 

削減見込（Ａ-Ｂ） 

３２人 

（１９.６％） 
○減尐見込み 

【目標値】 

地域生活移行数 
３２人 

○施設入所からグループホーム・ケ

アホーム等への移行数 

※ 現入所者には、平成１７年１０月２日以降の入所者を含んでいません。目標

年度入所者は現入所者を対象にした数値です。 

 

【見込みに際しての留意事項】 

施設入所者に地域生活移行については、障害者の状態、本人や保護者等の意向、

旧法施設の新サービス体系への移行計画などの要因が影響することから、十分精

査のうえ見込むこととします。 

平成２０年１０月までに実施した旧法入所施設利用者全員への新体系移行調

査をふまえて移行数を見込んでいます。 
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【旧法入所施設利用者への新体系移行調査】 

 平成２１ 

年度 

平成２２ 

年度 

平成２３ 

年度 

未定 

地域生活移行予定者数 ４ ６ ９ １ 

内グループホーム・ケアホーム利

用予定 
（１） （５） （５） ― 

内区内グループホーム・ケアホー

ム 
（０） （４） （０） ― 

※ 対象者は、旧法入所施設利用者全１５９人 

※ ２０人の移行予定者のＡＢＣ区分は、Ａ８人、Ｂ８人、Ｃ４人となっており、

障害の「重さ」による偏在は尐ないのが現状です。現入所施設近隣でのケア

ホームの整備が進んでいること要因と推測されます。 

 

 

【旧法施設入所者の退所実績（人数）】 

 
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

（１０月現在） 

グループホーム・ケ

アホーム 
０ ２ ０ 

在宅 通所更生１ 
在宅１、就労継続Ｂ型１、機能訓

練３、生活訓練１、通所授産１ 

０ 

施設入所支援(新法)  ５ 
４ 

その他 死亡１ 
療護施設１、入院２、死亡５、他

保健入所施設３、不明１ 

０ 

計 ２ ２６ 
４ 

地域移行者数(内数) １ ９ 
０ 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第２節 共に生きるまちづくり 

課題２ 包括的な地域ケアの構築 

施策３ 障害者の地域生活の継続・移行支援（７１ページ） 
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（２）精神科病院の入院患者 

【精神科病院の入院患者の地域生活移行（退院）の目標値】 

項目 数値 考え方 

現入院者数 １２０人 
○平成１７年１０月 1 日現在の退院

可能精神障害者数 

【目標値】 

減尐数 
４3人 ○平成２３年度末の利用人員見込み 

 

【見込みに際しての留意事項】 

対象者数は第１期計画策定時と変更はありません。 

精神障害者の社会的入院患者は、国７２,０００人、東京都５,０００人と公表

されています。ここから人口比で算出される中野区社会的入院患者は、およそ１

２０人と考えられます。地域生活支援が必要な対象者数についても同様に、国に

よる約７割という推計をあてはめると、地域移行支援が必要な入院患者は約８０

人となります。中野区では、この約５割が対象者となると推計しています。 

 

各年度の目標数の内訳は以下のとおりです。 

◇各年度の地域移行促進目標数◇（１８年度～１９年度は実績値） 

 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

退所者数 １ ９ ３ ４ ６ ９ 

退所者累計 １ １０ １３ １７ ２３ ３２ 

退院者数 ３ ４ ６ １０ １０ １０ 

退院者累計 ４ ７ １３ ２３ ３３ ４３ 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第２節 共に生きるまちづくり 

課題２ 包括的な地域ケアの構築 

施策３ 障害者の地域生活の継続・移行支援（７１ページ） 

第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 

課題２ サービス利用者支援の推進と権利擁護 

施策４ 生活の安定と自立への取り組み支援（９９ページ） 
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（３）住まいに関する支援の充実 

平成１８年２月から、公営住宅では身体障害者に加え精神障害者の単身入居が可能と

なるなど、障害者の住宅の確保策は拡大されつつあると言えます。しかし、単身向け住

宅の空室率は低く、区営住宅も同じ状態にあります。また、入居に際して保証人が立て

られない、家族からの支援が得られないなど、様々な課題を抱える人が尐なくありませ

ん。 

 

①グループホームの整備 

世話人によって常時相談が受けられる体制を持つグループホームは、地域における

自立生活に向けて取り組む障害者に安心感をあたえながら、集団生活を通じて社会生

活力を高めることのできる施設として、必要な整備を計画的に進めていきます。＜共

同生活援助、共同生活介護（２２５ページ）を参照＞ 

なお、地域生活移行に係るニーズ及び整備見込数は以下のとおりです。 

 

【知的・身体障害者用】(１８年度～１９年度は実績値を反映) 

 

【精神障害者用】(１８年度～１９年度は実績値を反映) 

 

 

 平成１８ 

年度 

平成１９ 

年度 

平成２０ 

年度 

平成２１ 

年度 

平成２２ 

年度 

平成２３ 

年度 

地域からの 

希望者 
 ４ ６ ９ ４ ４ 

退所促進者 
  

1×0.5=0.5

→１ 
2×0.5=1 ４ 2×0.5=1 

入所希望者

(計) 
 ４ ７ １０ ８ ５ 

退所者     ２  

累計 ３１ ３５ ４２ ５２ ５８ ６３ 

施設数 ７ ８ １０ １２ 1３ １４ 

 
平成１８ 

年度 

平成 1９ 

年度 

平成２０ 

年度 

平成２１ 

年度 

平成２２ 

年度 

平成２３ 

年度 

地域から

の希望者 
 ２ ２ ２ ２ ２ 

退院促進

者 
 4×0.5=2 6×0.5=3 10×0.5=5 10×0.5=5 10×0.5=5 

入所希望

者(計) 
 ４ ５ ７ ７ ７ 

退所者  ３ ２ ４ ５ ７ 

累計 ５ ６ ９ １２ １4 １４ 

施設数 １ ２ ２ ３ ３ ３ 
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【見込みに際しての留意事項】 

必要数は、現在地域で生活している入所者と退所・退院促進による入所者の総

数を必要戸数としました。 

特に精神障害者については、現在地域で暮らしている対象者のうち 2 名（ここ

３年間の実績から）が入所希望するものとし、今後、退院促進の対象者４３名中

約５割（国の試算）の患者がグループホームを利用し利用期間も２年と仮定する

と、約１４人分のグループホームが必要となります。 

 

② 地域生活への移行訓練機能の強化 

地域生活移行時は環境変化が大きく相当のストレスが生じやすいので、ショートス

テイ事業等を拡充し「地域生活の体験」の場を確保するなど、段階的で円滑な移行へ

の支援も進めます。 

 

③ 居住サポート 

民間アパートへの入居に際しては、緊急時の対応・家賃保障制度などの保証人制度

を組み合わせた居住サポート事業を活用し、相談支援体制の総合的な取り組みの一環

として推進していきます。 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 

課題１ 在宅生活支援のためのサービス基盤 

施策３ 在宅生活を支援するための基盤整備（７９ページ） 
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（４）相談支援 

① 総合的な相談支援 

相談支援事業者（区含む）は、さまざまな関係者からの情報・意見を調整し、障害

者が地域で自立できるための福祉サービス利用や生活に関する支援・助言を行います。

＜相談支援（２２２ページ）を参照＞ 

病状変化した際の迅速な対応については、日常的な相談活動の中で障害の状況に応

じた対処方法を想定しおくことが必要です。専門性の確保に努めるとともに、相談し

やすい体制整備を進めます。 

地域生活移行に関する相談支援は、区、相談支援事業者、不動産業者、賃貸住宅経

営者、日中活動サービス事業者、主治医（入院病院）、入所施設関係者などの間で、新

しい生活の構築に向けた十分な検討・調整によって進めていきます。 

 

② 医療機関との連携 

精神障害者にとって適切な処方に基づく服薬は、安定した日常生活を送るために不

可欠です。確実な服薬を支援することは再発・再入院防止の大きな要素と言えます。

特に、地域生活移行に伴い身近な専門機関で支援を受けられるようにすることが必要

です。 

区内で精神科、神経科及び心療内科を標榜している医療機関との連携強化や自立支

援医療（精神通院）制度で利用可能な訪問看護ステーションの利用を促進し、通院・

定期服薬を支援してきます。 

 

③ 「東京都精神障害者退院促進事業」との連携 

東京都が実施している「東京都精神障害者退院促進事業」と連携を強化し、条件が

整えば退院可能な精神障害者の地域生活移行を推進します。 

本事業では、退院のコーディネイト、グループホームを活用したショートステイの

実施、精神科訪問看護の利用促進などを総合的に進めることで、地域移行を支援する

ものです。区は、障害福祉分野、保健福祉センター、精神障害者地域生活支援センタ

ー（せせらぎ）、相談支援事業者が連携し、地域生活に必要な相談、日常生活支援、住

まいの場整備などを進めます。 
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■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第２節 共に生きるまちづくり 

課題２ 包括的な地域ケアの構築  

施策２ 地域における総合的な相談支援体制の充実（６７ページ） 

施策３ 障害者の地域生活の継続・移行支援（７１ページ） 
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（５）日中活動の支援 

① 居宅系サービスの利用促進 

退所・退院後の居宅サービスについては、相談支援事業によるケアマネジメントに

基づき、十分なサービスの利用を確保していきます。 

特に精神障害者については、福祉サービス（居宅介護、地域生活支援事業における

移動支援事業など）の利用を促進します。 

 

② デイケア（精神障害回復者社会生活適応訓練事業） 

精神障害者のデイケアサービスは、専門スタッフによる支援により、交流を通じて

地域での日中活動の第一歩となります。精神障害者の退院促進の入り口の事業として

位置づけ、相談から自立までの総合的な支援という視点から実施内容を充実しました。

（平成１９年度から週２日コースを新設しました。） 

 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第２節 共に生きるまちづくり 

課題２ 包括的な地域ケアの構築 

施策３ 障害者の地域生活の継続・移行支援（７１ページ） 

第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 

課題１ 在宅生活支援のためのサービス基盤 

施策１ 在宅生活を支援するための基盤整備（７９ページ） 
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３ 就労の促進 

障害者がその能力と意向に基づき、ふさわしい就労形態を選択し、働くことを通じて

社会に参加し、その報酬で自らの生活を支えることは、障害者が地域で自立した生活を

送るうえで極めて重要です。 

障害者の働く権利を保障する視点から、どのような障害者でも当たり前に働ける環境

づくりに努めます。 

 

【一般就労に向けて】 

これまで障害者の就労は「一般就労」「福祉的就労」に区別され、限られた「一

般就労」者を除けば、「福祉的就労」は一段低い労働としての（場合によっては

労働とさえみられない）扱いを受ける場合が尐なくありませんでした。そこでは、

賃金ともいえないような低賃金（工賃）が当たり前のように語られてきました。 

障害者自立支援法は、このような障害者の労働が置かれている状況を変えるこ

とをめざしています。障害者の自立の基本的なあり方として、障害者が当たり前

の区民のひとりとして働き、その収入によって福祉サービスの対価を支払うこと

を前提としています。 

中野区の障害者が当たり前に働き続けることができるまちを創ることは、これ

からの障害者の地域生活を計画していく上で、不可欠な要素です。 

 

目標値 

【福祉的就労等からの一般就労への移行の促進】 
項目 数値 考え方 

現在の年間 

一般就労者数 
２５人 

○平成 17年度において、一般就労し

た者の数 

【目標値】 

目標年度の年間 

一般就労者数 

５０人 

（２００％） 

○平成２３年度において、福祉的就

労等から一般就労する者の数（在宅

就労含む） 

【注】目標値は、一般就労する全ての障害者数を表すものではありません。 

 

【第１期計画実績】 

 １８実績 １９実績 計 

一般就労者数（人） ２５ ３９ ６４ 
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（１）就労の場・機会の拡大 

① 特例子会社（※）の誘致 

障害者が通いやすい環境で就労の機会が得られるよう特例子会社の誘致を進めます。 

 

※「特例子会社」 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」で事業主に課せられる法定雇用率（法

人の総従業員数に応じて算定される障害者の従業員数の割合）の算定に関して「特

例」が認められる子会社。特例子会社が雇用した障害者数を、親会社の法定雇用

率の算定に際して通算することができる。特例子会社は、勤務条件や採用の方法

などを親会社とは別に定めることができることから、障害者の特性に応じた柔軟

な対応によって障害者雇用を促進するとされる。 

 

② 区の業務の発注促進 

地方自治法施行令の改正をふまえ、区から障害者支援施設・事業所へ物品購入や役

務の提供等を優先的に発注し、就労の機会や工賃の向上を支援します。 

 

③ 区内企業との連携強化 

区内企業、施設、団体、就労支援機関、区による協議の場を試行的に設け、障害者

雇用に向けた課題整理、仕組み作りなどについて検討するとともに就労支援ネットワ

ーク（事業者、団体、就労支援機関、区により構成）の拡大を支援します。 

 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第２節 共に生きるまちづくり 

課題１ 社会参加・社会貢献の機会拡充 

施策３ 障害者の就労機会の拡大（６０ページ） 
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（２）一般就労に向けての支援強化 

① 就労に関する相談・情報提供 

就労相談機能の充実を図るとともに、就労意欲や作業能力のある障害者の掘り起こ

しを進めます。 

就労支援関係機関等が各々使用している「相談カルテ」について情報共有できるよ

う書式等を改め、効果的な就労支援を進めます。 

 

② 就労準備支援の強化 

就労前訓練の機能充実を図るとともに、特別支援学校や授産施設等と就労支援機関

との連携を強化し一般就労移行を促進します。 

精神障害回復者デイケア事業終了者が就労に結びつくよう、スマイル社会復帰セン

ター等と就労支援機関との相互連携を強化します。あわせて、精神障害者等の就労支

援のしくみを整備するとともに、精神障害者を対象に就労技能養成講座を実施し就職

の幅を広げていきます。 

 

③ 職場開拓の推進 

区内中小企業等への雇用啓発を行うとともに職場訪問等を通じ障害者雇用のノウハ

ウを提供していきます。 

 

④ 定着支援・生活支援の拡充 

相談支援事業の体制拡充等により生活支援を充実していきます。 

一般就労した障害者の情報交換等交流の場となっている「たまり場」の拡充を進め

ます。 

 

⑤ 就労移行支援事業の新規実施 

精神障害者社会復帰センターの就労移行支援事業への移行準備を進めるとともに、

区立事業所への就労移行支援事業の導入検討を進めます。 

また、小規模通所授産施設の就労移行支援事業導入について、法人への積極的な働

きかけ及び支援を進めます。 

 

⑥ 授産施設の就労支援の機能強化 

ジョブサポーター養成研修等を実施し就労支援援助者のスキルアップを図るととも

に施設と就労支援機関の協力体制を強化します。 

 

 

 

 



第２期中野区障害福祉計画（平成２１年度～平成２３年度） 

 263 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第２節 共に生きるまちづくり 

課題１ 社会参加・社会貢献の機会拡充 

施策３ 障害者の就労機会の拡大（６０ページ） 
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（３）福祉施設における支援の強化 

① 工賃アップの支援 

国や都においては「工賃倍増５ヵ年計画」によって、企業的な経営手法の活用、

官公需の発注の配慮等を推進するとしています。区としても、国や都の制度を活

用し、中小企業診断士等による助言、障害者による地域緑化推進事業の取組み、

また、区の業務の委託増、発注増を進め大幅な工賃アップを目指します。さらに、

区役所福祉売店の機能拡充及び福祉施設との連携強化や区内民間企業からの発

注促進に向けて、企業への障害者施設のＰＲや情報提供などの働きかけを強化し

ます。 

 

② 施設環境の改善 

老朽化が著しく、手狭になっているために作業環境が悪いなど、新たな事業展開が

困難となっている施設について、区有施設等の活用や新たな民間物件の借り上げ支援

により施設環境の改善を進めます。 

 

③ 新体系移行に対応できる運営基盤整備 

自立支援給付による自立的・自主的な運営が可能となるような新たな事業展開、ま

た効率的な経営を行うための施設再編等について事業者と協議して進めます。 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第２節 共に生きるまちづくり 

課題１ 社会参加・社会貢献の機会拡充 

施策３ 障害者の就労機会の拡大（６０ページ） 
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（４）普及・啓発・広報活動の推進 

① 障害者・保護者への啓発 

就労意識啓発セミナー等を開催し一般就労へ向けて意識の醸成を進めます。 

「知的障害者のための就職準備フェア」等を拡充し企業とのマッチングを推進しま

す。 

 

② 企業・区民等への啓発 

区報・ホームページ・パンフレット・便り等を活用し区内中小企業等への障害者雇

用の理解を進めていきます。 
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４ 施設系事業の新体系移行の推進 

障害者サービスの大きな柱の一つである日中活動系サービスは、いわゆる「施設サー

ビス」として、障害者の自立を促進するための重要なサービス基盤です。障害者が日常

生活を安心して過ごすことができるためには、施設サービスの十分な提供が不可欠と言

えます。 

今後は、障害者の地域生活移行や就労促進などの課題について、これらの施設サービ

スが果たす役割を明確にし、適正な配置や必要な支援を行っていきます。 

（１）バランスのとれた施設配置（ニーズに応じたサービス提供） 

施設の新サービス体系への移行を円滑に進めるためには、障害者のニーズと区内全

体のサービス量のバランスを考慮した施設配置が課題となっています。特に「生活介

護」や｢就労継続支援（Ｂ型）｣など利用期間に制限の無い障害福祉サービスへの偏り

のないよう十分配慮しながら、区内全体の均衡のとれたサービス供給に向け移行を進

める必要があります。 

整備にあたっては、障害者が地域で安心した生活を送るために以下の点を基本的な

視点として整備を進めていきます。 

（ア）サービスの種類、需要量などを明確にします 

（イ）サービスを待機することなく提供できるようにします 

（ウ）就労を希望する障害者に就労のために必要となる支援を受けられる場を提

供します 
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（２）地域の居住の場等の整備 

入所・入院している障害者の地域生活移行の促進と併せて、家族と生活している障

害者本人及びその介護者の高齢化のために、在宅及び地域生活が困難となっている家

庭が多くあり、住み慣れた地域での日常生活を支えるサービスの拡充が課題となって

います。 

障害者が退院・退所により、また住み慣れた地域での生活を確保し、自立した日常

生活または社会生活を営むために居住の場等の整備を進めます。 

（ア）グループホーム等の誘導・整備を計画的に進めます 

（イ）障害者本人の休養等と介護者の支援のために短期入所事業の計画的な整備

を進めます 

（ウ）日中一時支援事業を障害者の住まいの身近な場所で利用できるように拡充

します 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 

課題１ 在宅生活支援のためのサービス基盤 

施策１ 在宅生活を支援するための基盤整備（７９ページ） 

施策２ 住み慣れた地域で暮らし続けるためのすまいの確保（８３ページ） 
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（３）施設の運営基盤の確立（新体系への円滑な移行支援） 

新サービス体系への移行を円滑に進め、安定した施設運営ができるよう事業者と行

政が連携を図り、運営基盤を確立することが課題となっています。 

障害者から選択される施設として、自立支援給付による自立的・自主的な運営が可

能となるよう、新たな事業展開や効率的に運営を行うための施設再編、施設環境の改

善、工賃アップのための取組等を積極的に行なえるよう事業者と連携を図り進めます。 

また、障害者の希望やその状態に応じて、一般就労移行への取組、福祉的就労や活

動プログラムの多様化を図る等サービス提供の充実とともに、定期的な第三者評価受

審によるサービス提供の質の確保を進めます。 

 

 

■保健福祉総合推進計画（第１部）との関連 

⇒第２章 個別施策の展開 

第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 

課題２ サービス利用者支援の推進と権利擁護 

施策３ サービス事業者の支援と質の向上（９６ページ） 

 

 

（４）民間活力の導入による区立施設の整備（サービス向上と効果的な運

営） 

区立施設は、利用者の高齢化、重度化に加え、福祉サービスの多様化、専門化など

に適切に対応するために、施設運営のより一層の効率化が求められ、計画的な委託化

など運営体制の整備が課題となっています。 

これまで平成２０年度には、精神障害者社会復帰センター、精神障害者地域生活支

援センターの民間委託を、また平成２１年度からは障害者福祉会館の指定管理者によ

る運営と民間活力の導入を図っていきますが、今後もサービスの向上と効率的な事業

運営を図る観点から、計画的に進めます。 

 

 


